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通貨ユーロ信認の仕組み（５）－財政統合に向けた動き② 
 SGPの強化 

2009 年 10 月にギリシャの財政赤字過少申告が発覚した後、欧州危機が発生しました。この教訓から、

「財政に対する相互監視の強化」に主眼を置く方向となり、加盟国の財政・予算の透明化、SGP 規定を逸

脱した際の罰則の強化、SGP順守の国内法化が図られることとなりました。 

a) ヨーロピアン・セメスターの導入 

 欧州委員会が EU 加盟国の経済・構造改革プログラムを分析し、12~18 か月間の経済政策の

提案を行うというもの。財政政策が EUの要求水準を満たしていない場合、制裁が科されます。 

b) シックス・パック 

 5 つの規制と 1 つの指令に基づく経済ガバナンス強化法（シックス・パック）が制定され、財政赤

字の名目 GDP 比 3％基準や公的債務残高の名目 GDP 比 60％基準、マクロ経済不均衡手続

に則り、マクロ経済に対しても監視が行われるようになりました。 

c) 安定・強調及び統治に関する条約（Treaty on Stability Coordination and Governance：TSCG） 

 英国とチェコを除く EU25 か国は、2012 年 3 月に新たな政府間協定（政府間の合意であり法律

ではない）として TSCG を締結し、2013 年 1 月 1 日に発効した。この中で、「構造的な財政赤字

を名目 GDP 比 0.5％以内に収めなければならない。」という均衡予算規定を、2013 年末までに

国内で法律か、望ましくは憲法レベルで定めるということが決まりました。 

d) ツー・パック 

 各国の財政・予算決定をユーロ圏共通の懸念事項ととらえ、お互いに監視・調整していく体制の

強化を図ったものです。 

  

 

債務比率(対
GDP)

財政収支 構造的財政収支

構造的財政収支に関
する中期財政目標
（MTO)

上限60％ 最低-3％

最低-0.5%
（債務比率60％

以内の場合、-

1%）

目標値

オーストリアT 81.2% -2.9% -1.3% -0.5%（2018年） No(2014年以降）

キプロスT 104.5% -4.9% -2.1% 0%（2032年） 2016

エストニア 10.1% -0.6% -1.1% 0%（2015年） Never

フランスT 92.2% -4.5% -3.3% 0%（2019年） 2017

フィンランド 56.0% -2.9% -1.1% -0.5%（2014年） No(2011年以降）

ドイツT 76.9% 0.0% 0.6% -0.5%（2012年） No(2012年以降）

ギリシャT 174.9% -12.2% 1.6% N/A 2016

アイルランドT 123.3% -5.7% -4.8% 0%（2019年） 2015

イタリアT 127.9% -3.0% -0.9% 0%（2016年） No(2013年以降）

ポルトガルT 128.0% -4.9% -1.9% -0.5%（2015年） 2015

スロベニアT 70.4% -3.0% -2.5% -0.5%（2017年） No(2014年以降）

スペインT 92.1% -6.8% -2.3% 0%（2026年） 2016

デンマーク 45.0% -2.3% -1.2% -0.5%（2011年以降） No(2014年以降）
ルーマニア 37.9% -2.8% -2.5% -1.0%（2014年） No(2013年以降）
スロバキア 70.4% -14.6% -2.1% -0.5%（2022年） 2015
ルクセンブルグ 23.6% -0.4% 0.4% -0.5%（2013年） Never

マルタT 69.8% -2.7% -2.9% 0%（2017年） No(2015年以降）

オランダT 68.6% -2.5% -0.8% -0.5%（2018年） No(2014年以降）

ラトビア 38.2% -1.2% -1.6% -0.5%（2019年） No(2013年以降）
ブルガリア 18.3% -3.7% -3.4% -0.5%（2017年） No(2012年以降）
ベルギー 104.5% -3.0% -2.7% 0.75%（2016年） No(2014年以降）
リトアニア 39.0% -2.6% -2.2% -1.0%（2015年） No(2013年以降）

ハンガリーT 77.3% -2.9% -2.8% -1.7%（2012年以降） No(2013年以降）

ポーランド 55.7% -4.0% -3.5% -1.0%（2018年） No(2015年以降）
スウェーデン 38.6% -2.4% -1.5% -1.0%（2011年以降） Never
日本（ご参考） 233.8% -5.9% -5.3%
T：移行期間（EDPの廃止後、3年間は、債務比率のみの履行）

過剰財政赤字
是正手続きの期限

（EDP）
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